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民主的システムは地球環境ガバナンスを支える？ 

― ガバナンスの時空間と民主主義との関係をめぐって ― 

渡邉 智明 

 

 

はじめに 

 

課題解決のための規制の導入やアクターに対してインセンティブを与える際の稀少資源

の配分がある種の強制の契機を伴う以上、誰がどのような形でグローバル・ガバナンスに

おける意思決定に関わるのか、そしてガバナンスにおける施策の実施をどのように監視し、

どう評価するのか、という問題がしばしば問われる。すなわち、グローバル・ガバナンス

における「民主化（democratizing）」に関わる問題である。 

人類の経済活動がグローバルな規模に拡大していくとともに、その負の影響も一つの国

にとどまらずグローバル・レベルにおよぶようになっている。その例は、気候変動、オゾ

ン層の破壊、生物多様性の喪失、有害廃棄物の越境移動など枚挙に暇がない。このような

問題が顕著になってきた 1970 年代以降、国際社会は多国間環境条約を形成し、国際機関

を創設してきた。さらに、国家中心的な取り組みだけでなく、国際機関とNGO、多国籍企

業など非国家アクターとのパートナーシップや、森林保護に関するルールなど非国家アク

ターが主導する枠組みの役割も拡大している。参加、包摂性という意味では、地球環境ガ

バナンスは、もっとも「民主化」しているガバナンスと見ることもできよう。 

しかし、グローバル・レベルの政策過程の「民主化」に対する注目への一方で、ナショナ

ル・レベルの民主主義と地球環境ガバナンスの関係は長らく考察の対象とされてこなかっ

たと言えよう。ただ近年では、後述するように、民主主義国が環境パフォーマンスの向上に

寄与するか、あるいは多国間環境条約の批准に積極的か否か、について定量的な研究も散見

するようになっている。これらの研究は示唆に富むものであるが、地球環境ガバナンスのシ

ステム全体を見たときに、民主主義との関係はどうなるのか、民主主義は地球環境ガバナン

スの機能を強化しうるか、といった点は未だ十分に検討されていないように思われる。 

本稿では、このような背景を踏まえ、主に先行研究を整理しながら、地球環境ガバナンス

と民主主義国家との関係について検討することにしたい。以下では、地球環境ガバナンスの

特質を改めて確認した上で、民主的システムとの関係について掘り下げて考察する。ここで

は、地球環境ガバナンスの特質、すなわち、①問題構造に相応し「断片化」している重層的

な空間、②持続可能性など将来の環境リスクを管理するガバナンスの時間軸、という二つの

点に即して、地球環境ガバナンスと民主主義の問題を検討していくことにしたい。 

本稿の構成は以下のとおりである。第一節では、地球環境ガバナンスの基本的な特質を

確認する。ここでは、地球環境ガバナンスの歴史的な展開を概観しながら、他の分野のそ

れと異なる地球環境ガバナンスの空間、時間の特徴を析出する。第二節では、これらの特
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質に即して、地球環境ガバナンスと民主主義システムとの関係について検討する。第三節

では、二つの多国間環境条約に対する民主主義国インドの対応を事例に、相互作用の動態

を具体的に検討し、その示唆を考察したい。本稿を通じて、地球環境ガバナンスと民主主

義システムの位相を総括し、今後の議論のために論点を整理したい。 

 

 

１．地球環境ガバナンスの特質 

 

貿易、開発、人権などグローバル・ガバナンスを構成している他の分野に比べると、地

球環境ガバナンスの形成は比較的新しいものである。1960年代、先進各国で公害問題が深

刻化する一方、地球レベルでの人口増大、資源枯渇、環境破壊が懸念されるようになって

いく。1972年にスウェーデン・ストックホルムで開催された国連人間環境会議は、そのよ

うな国際社会の関心の高まりを示すものであった。 

1980 年代の中葉になると、これまで認識されていなかった環境問題の出現とともに国

際社会の関心は再び高まっていく。第一には、オゾン層の破壊や気候変動といった大気の

問題である。観測データの集積などによって現状が明らかになり、将来の環境リスクが問

題とされるようになったのである。第二には、経済の国際化にともなう環境リスクの輸出、

例えば、有害廃棄物の越境移動や遺伝子組み換え作物の輸出による生態系への影響に対す

る懸念である。そして、1992年にブラジル・リオデジャネイロで開催された「環境と開発

に関する国際会議」以降、気候変動枠組み条約、生物多様性条約をはじめとして、1990年

代から 2000 年代にかけて多くの多国間環境条約や発展途上国に対する資金支援への仕組

みが設立され、急速に制度形成が進んでいった。 

1970 年代から 2000 年頃までを制度形成の時期と考えるならば、2000 年代以降は制度

｢深化｣が模索されてきた時期と見ることができるだろう。2000年代に入ると、採択された

国際条約の履行、環境に関する様々な枠組みの検証だけでなく、国際制度間の相互作用(1)、

国家を中心とする国際制度と民間プログラムとのパートナーシップ(2)など、既存の制度の

有効性を検証するのみならず、それらを含めた地球環境ガバナンスのパフォーマンスを高

めていくための方法が導入されていくようになる。 

 

(1) 地球環境ガバナンスの空間－「断片化」した重層的ガバナンス 

このように形成されてきた地球環境ガバナンスであるが、その理念型を考えるとすれば、

そこには他の分野と異なったいくつかの特徴を見て取ることができる。 

第一に、地球環境ガバナンスが「断片化」した重層的な政治空間から成る点である。地

球環境問題は、大気に関わる気候変動がもっとも典型的であるが、一つの空間に還元され

るものではない。生態系は国境や地域で分離される性質のものではない。問題構造から見

ると、グローバル、リージョナル、ナショナル、ローカルといった重層的な空間に立ち現
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れてくるのである(3)。例えば、気候変動に関して言えば、問題の本質としては大気という

不可分な一つのグローバルなシステムに関わるものであるが、問題に対する取り組みはナ

ショナルなものを単位とする多国間環境条約を基礎しながら、原因となる行為は自動車の

使用など社会にとって普遍的なもので、国家の規制政策よりもむしろローカル・レベルの

非統制的な対応が求められるのである。また、近年問題となっている電子廃棄物など有害

廃棄物の越境移動に関しても、経済のグローバル化と各国の環境規制の差異が問題の背景

にあるが、越境的な環境リスクを逓減するには、単にグローバルなレベルで有害特性など

に基づいて有害廃棄物を定義し規制するだけではなく、電子廃棄物からの資源回収を行う

インフォーマル・セクターなど実際に環境リスクに曝される側に立った能力構築、支援が

必要となる。つまり、問題構造が、重層的なガバナンスを要請すると言えるのである。そ

れぞれが支えあうことで、地球環境ガバナンスが機能するのである。 

このような重層性がいわば地球環境ガバナンスの縦軸とすれば、横軸にあたるのが、ガバ

ナンスの「断片化（fragmentation）」(4)である。グローバル・ガバナンスにおいて中心的位

置を占める国際制度を見ても、例えば貿易分野にはGATT/WTO（貿易と関税に関する一般

協定/世界貿易機関）という基本ルールがあり、WTOという紛争解決機関がある。金融には

IMF（国際通貨基金）やBIS（国際決済銀行）、人権に関しては、国際人権規約という条約

と UNHCR（国際連合高等難民弁務官）という組織が存在している。これらが問題解決に

十分な能力を有しているかどうかはともかくとして、ガバナンスの制度化の程度は高く、相

対的には求心力をもった包括性を有している。しかし、地球環境ガバナンスを見ると、気候

変動、オゾン層保護、有害廃棄物などに関する多国間環境条約および各事務局という下位の

問題領域単位でガバナンスが担われている「断片化」の傾向が顕著である。また、UNEP（国

連環境計画）は予算、人員などを見ても十分な政治資源を有していない調整機関としての性

格が強い。さらに、多国間条約のほか、途上国の資金支援を担うGEF（地球環境ファシリ

ティー）や、NGOが推進する環境配慮に関する様々な指針や認証などのプライベート・ガ

バナンスも形成されつつあるが、それぞれ政策領域を超えた連携は密とはいえない。 

 

(2) 地球環境ガバナンスの時間―環境リスク、持続可能な開発、予防原則 

地球環境ガバナンスに関する第二の特徴は、将来における環境汚染の発生可能性への対

応を中心的課題とする、時間軸で考えれば、（超）長期的かつ未来への志向性を有している

点である(5)。地球環境ガバナンスの制度的根幹である多国間環境条約の多くは、現在そこ

で生じている直接的な環境損害ではなく、将来発生する環境汚染を逓減、防止することを

目的としている。気候変動やオゾン層破壊、あるいは生物多様性の喪失などの問題を考え

ても、実際に現在われわれが直接的かつ甚大な損害を被っている訳ではない。これらの環

境リスクは、50 年後あるいは 100 年後に顕在化し、人類に不可逆的な健康被害や経済的

損失を与えると考えられているものである。時間軸に即して考えれば、これらの条約は明

らかに未来に発生する危険に目を向けている。確かに、地球環境ガバナンスにおいて、過
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去に生じた環境損害に対して補償する仕組みがない訳ではない。例えば、原子力損害に関

するウィーン条約や有害廃棄物の越境移動に関するバーゼル損害賠償議定書[未発効]など

がある。しかし、これらが地球環境ガバナンスの中心となるようなものと考えられている

かというと、そうではない。 

このような志向性は、地球環境ガバナンスの底流として、様々な国際文書においてみて

とることができる。1992年の「環境と開発に関する国連会議」以降、中心的なパラダイム

となった「持続可能な開発（sustainable development）」という考え方がそれである。持

続可能な開発という考えを提示したブルトラント委員会の報告書『われら共有の未来』で

は、持続可能な開発の二つの柱として、①世界の貧困層にとっての不可欠なニーズを満た

すこと、②現状の技術および社会組織のままでは、現在世代および将来世代のニーズを満

たすには環境容量に限界があること、が挙げられている(6)。1972年のストックホルム会議

において議論になったように、地球環境問題をめぐっては、先進工業国がこれまで行って

きたのと同じように経済発展を優先する発展途上国と、環境問題への対応を主張する先進

国が対立してきた歴史がある。「開発」の後に「環境」を重視するようになるといった単線

的な発展段階モデルに依拠している限り、この対立は容易に解消しえないものであった。

それぞれが発展経路の平行な時間軸の異なった段階に立っていたからである。これに対し

て、「持続可能な開発」は、先進国と発展途上国を同じ時間軸に立つものと考える枠組みを

提示したということができる。 

持続可能な開発と並んで、地球環境ガバナンスの時間的方向性を示すキーワードとなっ

ているのが「予防原則」である。予防原則とは、「環境を防御するため各国はその能力に応

じて予防的取組を広く講じなければならない。重大あるいは取り返しのつかない損害の恐

れがあるところでは、十分な科学的確実性がないことを、環境悪化を防ぐ費用対効果の高

い対策を引き伸ばす理由にしてはならない」（リオ宣言原則 15）というものである。この

予防原則が国際環境法において慣習法的な位置を占めるかどうかについては議論があるも

のの、国際環境条約交渉の場や地域環境条約などで度々言及されており、地球環境ガバナ

ンスを支える有力な理念であることは否定できない(7)。 

以上、本節では現在の地球環境ガバナンスに関する特質を確認した。次節では、これま

での研究における地球環境ガバナンスと民主的決定システムの関係をめぐる議論を踏まえ

ながら、上記の特質に即した形で、民主主義との関係を掘り下げて検討していくことにし

たい。 

 

 

２．地球環境ガバナンスと民主主義 

 

(1) 地球環境ガバナンスの「空間」と民主的システム 

第一節で確認したように、対象とする多くの問題群の特質に応じて、地球環境ガバナン
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スは重層的な政治空間における種々の取り組みが要請されている。環境分野のそれぞれの

政治空間は、「民主化」とどのように関連し、位置付けられているのだろうか。 

グローバル・レベルにおける環境ガバナンスの「民主化」は、①多国間環境条約をめぐ

る交渉過程における環境 NGO を含む非国家アクターの参加とその役割の拡大、②条約遵

守の監視や政策実施過程における NGO をはじめとする非国家アクターの役割の増大(8)、

といった点と結びつけて理解されていると言ってよい。これは、市民がその政策的帰結に

関心を寄せ選挙を通じて自らの意思を表明するという、政治体制としての民主主義への移

行というものでない。しかし、これまで国家や国際機関に独占されてきた政策過程に対し

て、参加を通じて公開性を高め、アカウンタビリティを問うていくことは、民主的な統制

を強化し、「政策決定により影響を受ける人々の正統な利害に適切に対応すること」(9)とい

う意味では、「民主化」ということもできよう。 

勿論、非国家アクターに関わる問題として、正統性(10)、アカウンタビリティ(11)、これら

のアクターの組織の透明性など、すでに多くの課題が提起されている。他方で、このよう

な政策決定や政策実施の過程に多くのアクターが参加するという「多元主義（polycentric）」

化という意味での「民主化」は、地球環境ガバナンスのパフォーマンスとも関係している。

上述したように、地球環境ガバナンスにおいては、主として多国間環境条約の範囲ごとに

制度配置が断片化しており、主要な国際機関である UNEP が有するリソースは小さい。

しかし、政策過程への参加の拡大は、各分野においては非国家アクターを取り込むことを

可能にし、条約事務局などが充足しえない資源を補っている側面もある(12)。 

さて、重層性を視野に入れた場合、地球環境ガバナンスとナショナル・レベルの民主主

義(13)の問題を看過することはできない。 

1990年代以降、非民主主義国において、政治体制の「民主化」が進展するに従って、｢民

主主義｣と「環境」の関係についての研究が散見されるようになっている。例えば、アメリ

カや日本、中国、ブラジルなど九カ国の多国間環境条約の遵守について検討したワイスら

の研究(14)は、遵守を左右する政治的環境として、世論や政治家の選好およびNGOなどの

民主的要素について言及している。また、ミルダフスキーの研究は、森林破壊、CO2 排出

量、土壌浸食という三つの環境問題と民主主義の関係についてデータを用いて検証した実

証的なものである。ここで、彼は、民主主義と政治的結果（political outcome）の正の相関

関係を指摘している(15)。ニューメイヤーは、気候変動、生物多様性など四つの多国間環境

条約を対象として、民主主義国と非民主主義国の間で、条約の批准にどの程度差があるか

を検討している(16)。また、リーらの研究は、CO2排出量、NO2（二酸化窒素）排出量、森

林破壊、土壌劣化、河川における有機性汚濁の五つの領域において、民主主義国と環境パ

フォーマンスの関係について、統計的数値を用いて実証的に検討している(17)。この他、ベ

ティッヒとベルナウアーは、1990 年から 2004 年の期間における 185 ヶ国の気候変動問

題への対応を検証している(18)。そして、選挙と多国間環境条約への参加を検証した議論(19)

もある。 
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これらの研究は未だ発展途上であるものの、これまでの成果を踏まえると、環境パフォ

ーマンスと民主主義体制との相関関係は正負いずれとも断じ難いようであるが、多国間環

境条約など環境に関する国際規範については、概ね、民主主義体制と正の相関関係を確認

することができよう。言い換えれば、民主主義国の方が国際環境規範に対する応答性が高

いことを示しているのである。 

平和と民主主義体制との関係では、民主主義国同士が戦争を行わない傾向が高いことを

指摘した「デモクラティック・ピース」(20)論がある。それにならえば、地球環境と民主主

義体制の関係については、民主化が進み民主主義国が増加することによって、非民主主義

国家が多数を占める場合に比して、地球環境問題への取り組みが前進するという「デモク

ラティック・グリーン（？）」仮説の可能性も一考に価するかもしれない。 

 

（2） 地球環境ガバナンスの「時間」と民主主義 

さて、第一節で確認したように、時間軸を考えると地球環境ガバナンスは将来の環境リ

スクへの対応を志向するものであった。この地球環境ガバナンスの時間と民主的システム

をめぐる論点は、その決定システムがはらむ「現在性」である。 

地球環境ガバナンスにおいては、「持続可能性」という言葉で示されるような将来の環境

リスクを前提とした思考枠組みに立脚している。これは、現在世代と将来世代の「通時性」

に基礎を置いたガバナンス・システムであることを意味する。これに対して、ナショナル・

レベルにおいて近代以降広がってきた政治決定システムである民主主義は「共時性」に刻印

されている。確かに現存する民主主義の最大構成単位である国家そのものは、主権国家とし

てその永続性を想定しているが、その国家が有する民主主義という決定システムに関して、

将来世代は直接参加する権利を持たないのである。民主主義は、あくまで現在世代の間の同

意を表明するものに過ぎないし、ここに将来世代は含まれない。すなわち、「政策決定者が

説明責任を負っているのは現在の利益、現に存在する有権者に対してだけ」(21)なのである。

およそ近代以降の社会システムは、「約束、契約、投票、訴訟、立法というような人間相互

の間の拘束力を生み出すような有効な決定は共時構造のなかにある」(22)。 

この民主主義の特質は、より具体的には、多元的で開放的な民主的システムが、どうや

って長期的で実効的な環境政策を実現するのかという問題に逢着する(23)。不確実性が横た

わる将来の環境リスクに対する取り組みには政策や目的の一貫性が不可欠である一方、民

主的なプロセスにおいては、ステイクホルダーあるいは有権者の意思や選好に応答的であ

ることが求められる。状況の変化に応じて市民の選好も変化する可能性があり、気候変動

のように、長ければ 50 年あるいは 100 年という超長期の時間軸を射程に入れた環境問題

への対応が要請される中で、民主主義の応答性を担保しつつそれを政策の一貫性、有効性

とどう結び付けるかが問題となる。 

過去に遡って時間的側面を考慮した研究も幾つかは存在する。例えば、国家の批准に要

する時間を検討した研究は、地理的な要因、GDP（国内総生産）のほか、民主主義を数値
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化した民主主義指数を批准に影響を与える独立変数として扱い、統計的な手法によって相

関関係を明らかにしようとしている(24)。このような研究がある一方、民主主義が、将来へ

向けて安定的な環境ガバナンスを構築する上で、どのような寄与をなすのかについては、

正面から論じられてこなかった。 

国際政治においては、国家間の国益の対立によって、地球環境問題への対応が進展しな

いことがしばしば指摘されているが、これは 環境問題への対応が短期的にはコストの問

題として立ち現れることに起因する。民主主義国においては、一般に政治家が有権者にコ

スト負担を求める政策を取りにくく、長期的には大きな損失となる環境リスクに向き合う

国際協力の成立は容易でないと考えられる。 

これに対して、様々な研究者たちが、国際政治の動向に左右されることなく、将来の環

境リスクに関する科学的知見を調査し、長期的な視点に立った独立した統合的で集権的な

専門機関、「世界環境機関（WEO: World Environmental Organization）」(25)の創設を提言

してきたし、ドイツやフランスから既存のUNEPを中心とするガバナンスを強化する様々

な具体的な提案(26)が実際になされてきた。しかし、集権的なガバナンスへの移行は、今以

上に民主的な正統性や透明性が問題となるだけでなく、実現するには政治的ハードルも高

い。 

地球環境ガバナンスそのものは、国家の政治体制が民主主義か否かを問題とするもので

はない。そのため、民主主義国には、自ら長期の持続可能な環境ガバナンスを創造し、構

築していくことが求められることになるのである。 

民主的要素を包摂しながら持続可能な長期的環境政策を考慮したガバナンスのデザイン

という点では、「順応的（adaptive）ガバナンス」「トランジション・マネジメント（transition 

management）」が注目されている(27)。 

「順応的ガバナンス」は、特に共有資源管理の分野においてみられるもので、地域住民な

ど多様なステイクホルダーらによる学習を繰り返しながら構築していく公的あるいは非公

式な協力や意思決定の制度的態様のことを指す(28)。これは、ボトム・アップ、すなわち、参

加アクターの対話と学習を通じて制度を進化させていくことにつながり、不確実性が高い

複雑な環境問題への対応を可能にするものと評価されている。ローカル・レベルを超えて、

国際的な漁業資源について、この「順応的ガバナンス」の成否を検討した研究がある(29)。 

また、エネルギー政策に関してオランダで実施されている「トランジション・マネジメ

ント」も、このような長期的な環境ガバナンスのモデルとして議論されている。「トランジ

ション・マネジメント」とは、「持続可能なシステムの移行過程の管理（変化の方向と速度

の調整）を行う」(30)ものであり、アクターが操作できない人口などの要素（マクロ）、制度

（メゾ）、および代替技術やサービスに対する人々の選好の変化（ミクロ）、という三つの

レベルの相互作用を前提としている。そして、移行段階ごとで構築される横断的ネットワ

ークが探索と学習を行いながら、問題の構造化、将来像の具体化や移行プロセスをめぐる

制度化などを行い、社会の構造的変化を導いていこうというものである。 
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 このような進化的、再帰的なガバナンスは、分野や地域などが限定された事例の検討が

あるだけで、未だ実験的段階に過ぎないと評価される部分もある。分野ごとにガバナンス

の態様が異なるとすれば、「断片化」の問題は依然として残るかもしれない。他方で、状況

に応じて将来世代による政策修正、制度改編の可能性を開いておくという点では、大きな

示唆を与えてくれる。ただ、「トランジション・マネジメント」の参加者に対する聴き取り

調査などで確認する限り、民主的な手続きより「移行」の方への関心が大きな比重を占め

ていること、議会との関係などが問題となっているとの指摘もある(31)。 

 

 

３．地球環境ガバナンスと民主主義の動態 

―二つの多国間環境条約に対するインドの対応から 

 

第三節では、ナショナル・レベルの民主主義が地球環境ガバナンスとどのような相互作

用を生じさせているか、具体的な事例に即してその動態を検討することにしたい。ここで

は、民主主義を奉じる発展途上国インドに関する二つの多国間環境条約への対応を取り上

げたい。 

  

(1) 有害廃棄物の越境移動の事例―空母「クレマンソー」の受入をめぐって 

インドは、1980年代に頻発した有害廃棄物の越境移動に対して、厳しい立場をとってき

た。1989年のバーゼル条約、さらにそれを強化して、OECD（経済協力開発機構）諸国か

ら非 OECD 諸国への「リサイクル目的」を含む有害廃棄物の移動を禁止する禁止修正の

採択も支持していた(32)。しかし、1990年代後半以降、経済発展に伴う鉄資源需要の高まり

の中で、資源リサイクルを目的として有害物を多く含む廃船や廃電子機器の輸入を認める

方向へと転換していく。 

このような中で大きな問題となったのが、フランスの退役空母「クレマンソー」の受け

入れであった。1997 年に退役した「クレマンソー」は、欧州で大半のアスベストや PCB

を除去し、インドへスクラップとして売却されることが決まった。しかし、未だ残存する

有害物質を除去する作業をインドの解体現場で行うにあたり、作業員の健康被害や環境汚

染が懸念されていたのである。2005年段階で、インド政府は、他の船舶と同様にこの空母

の受け入れを認める方向であった。しかし、フランス国内の市民団体、さらにグリーンピ

ース・インドやその他の環境団体がこれを問題としたのであった。 

インドにおいて、最終的に環境リスクの判断は最高裁に委ねられることになった。イン

ドでは、NGOの「科学・技術・エコロジー財団」が、1995年に先進国からの有害廃棄物

の輸入を禁止すべきだという訴えを起こし、これに対応する形で、最高裁は1997年に「有

害廃棄物管理に関する高等活動委員会（High Powered Committee on Management of 

Hazardous Waste）」を設置し、有害廃棄物の輸入状況や国内の有害廃棄物の処理状況を



42 

調査させることとなったのである(33)。「クレマンソー」の事例では、2005年 2月、インド

の NGO、労働組合などが連名で最高裁判所に書簡を送り、環境リスクを精査するよう求

めたのであった(34)。 

高等活動委員会が出した最初の報告書では結論は分かれ、過半数の七人が賛成したもの

の、議長をはじめ数人が反対したため、最高裁は一旦判断を留保し、新たに委員会を設置

することとした。そして、2006年 2月には、バーゼル条約違反かどうかを検討するため、

「クレマンソー」が排他的経済水域に入ることを禁止し、税関への申請、有害物質の有無

の確認の調査を行うことを命令したのであった。このような中、同月 16日には、フランス

の国務院が「クレマンソー」の引き取りを命じたことで一気に事態は進展する。すなわち、

インド最高裁の判断とフランス国務院の決定を受ける形で、最終的にフランス政府はクレ

マンソーの移送を断念したのであった。フランス、インドそしてスエズ運河の通行を許し

たエジプト政府も、「クレマンソー」を有害廃棄物ではないと主張してきたが、この事例で

は結果的にその主張がくつがえり、数十トンのアスベストという環境リスクの拡散は阻止

されたのであった(35)。 

この事例が示すのは、第一に、環境に関する国際規範と国内 NGO、市民活動との「共

鳴」が起こった点である。インドにおける市民セクターの活動の自由、決定手続きにおけ

る環境リスクの透明性の要求などがこの「共鳴」を可能にしたのである。第二には、司法

を活用した民主的過程による国際環境規範の浸透である。人々の権利の保障に大きな役割

を果たす司法は、概して民主主義と補完的な関係にある。司法積極主義と呼ばれるように、

インドでは裁判所の権限が大きく、実質上の政策形成に等しい役割を果たしていると評さ

れる場合もある。また公益訴訟を展開する上で原告適格が緩やかであることなど、市民に

対して司法アクセスが開放的な側面がある(36)。一例に過ぎないものの、この事例は、現在

の自由民主主義体制の下で、司法が、環境ガバナンスにおいて大きな役割を果たしうるこ

とを示唆している(37)。 

一方で、この件に関しては船舶の解体を認めなかったものの、インドは依然として多く

の廃船解体を請負い、また中古品として輸入されているパソコンなどの電子廃棄物が含む

有害物質の環境リスクについても必ずしも十分な対応が行われていない。有害廃棄物に関

連する国際制度配置から見ても、数十年後に顕在化する環境リスクにどう対応するか、そ

の取り組みの中にステイクホルダーがどう関与するかという大きな課題が残されている。 

 

(2) 気候変動の事例―デリーにおけるカーボン・オフセット・プロジェクトをめぐって 

1997 年に採択された気候変動に関する京都議定書において、発展途上国は先進国から

の技術支援を受けて、温室効果ガスを削減し、その削減分を先進国の排出枠に算入する「ク

リーン開発メカニズム（Clean Development Mechanism: CDM）」が認められた。 

世界第三位の温室効果ガス排出国であるインドは、京都議定書の下で、温室効果ガスの

削減に関する数値的義務を課されていなかったものの、中国とともにこのCDMを積極的
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に活用している国である。 

このCDMの枠組みの下、2011年から、デリーではカーボン・オフセットのプロジェク

トの一環としての大規模ゴミ焼却工場の建設がスタートした。これは、廃棄物から発電を

行う 12MW の出力を持つ発電焼却施設を建設することで、化石燃料の消費を抑えながら

デリーにおける電力不足解消への一助とし、合わせてゴミ問題の解決を図るものであった。

しかし、これにより、市内のゴミが焼却施設へ運ばれ、これまで低所得者たちが行ってい

た市内のゴミ収集、分別、資源のリサイクルは不可能となったのである。焼却施設での雇

用は僅かであり、デリーだけでも 30 万人に上るとされるゴミ拾いによって生計を立てて

いる人々の多くが、仕事を失い深刻な問題に直面すると懸念されていたのである。実際に

カーボン・クレジットの下で実施される焼却施設のプロジェクトに抗議して、デリーの国

連事務所の周辺に数百人が集結するという事態も起こっている(38)。インフォーマル・セク

ターの人々は、戸籍との関係などで有権者の資格を持たない者も多く、議会を中心とする

制度化された民主主義の文脈では、必ずしもその利害を反映させることができていない。 

このプロジェクトは、科学的な予測データに基づき確実に温室効果ガスの削減が期待で

きるという点で、「将来世代」の持続可能性に資するものである。他方で、このプロジェク

トのために、「現在世代」、すなわち、廃棄物回収に従事しているインフォーマル・セクタ

ーの住民の現在の経済的利益が損なわれる結果になっている。環境・健康リスクに鑑みれ

ば、人々を健康被害というリスクから遠ざけ、あわせて気候変動という長期的環境リスク

の逓減に貢献する政策と正当化することもできよう。しかし、経済的動機と相俟って国際

社会からの温室効果ガス削減への声の高まりに応答的であろうとしたため、その過程で結

果として民主的な対話を欠くことになったという側面もある。この事例は、特に開発の問

題を抱える発展途上国を中心に、制度化された民主的システムが、如何にして長期的な環

境政策というガバナンスの要請に応えうるのか、という課題を突きつけたものと言えよう。 

この点で、長期的視点に立ち、ステージ毎のステイクホルダーのネットワーク化、探索

および学習による計画の立案、実施という「トランジション・マネジメント」は示唆的で

あるかもしれない。他方で、その実現には多くの障害が横たわっている。特に、発展途上

国では、インフォーマル・セクターに比して政府の力は大きく、結局、民主的な対話、学

習をおざなりにした「移行」に重点を置いたマネジメントにならないかという懸念もある。 

 

 

 

おわりに 

 

本稿では、主に先行研究を踏まえて、地球環境ガバナンスと民主主義の関係を考察し、

いわば論点整理を行ってきた。 

「断片化」された重層性を特徴とする地球環境ガバナンスの空間を考えた場合、グロー
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バル・レベルにおける政策過程の開放、すなわち参加の拡大という意味における「民主化」

は、国際制度と非国家アクターとの協働関係の構築など、個別の下位ガバナンスのパフォ

ーマンスを強化する役割を果たしている側面がある。また、ナショナル・レベルの民主的

システムと地球環境ガバナンスの関係については、多国間環境条約への関与という点では、

正の相関関係があることがいくつかの先行研究において確認されており、政治的支持とい

う点では民主主義は地球環境ガバナンスを支えることにつながると言えるだろう。 

他方で、地球環境ガバナンスが基礎を置く将来に向かう長期の時間軸に焦点をあてたな

らば、環境政策と民主主義の関係に大きな課題が横たわっている。すなわち、民主的決定

システムが、現在の有権者、ステイクホルダーのみを対象とするため、原理的には将来世

代が直面する不確実で複雑な環境リスクを十分に考慮しえないという問題である。 

インドの二つの事例は、民主主義が地球環境ガバナンスへの関与に親和的であるものの、

特に途上国において、民主的な応答性を確保しながら持続的な地球環境ガバナンスを構築

することがいかに難しいかを示したものといえよう。有害廃棄物の事例では、司法の場に

おいて民主的な応答性が確保されたが、必ずしも長期的な環境ガバナンスの構築へとつな

がっていない。長期的な目標を掲げる地球環境ガバナンスの要請する取り組みに積極的に

応じていくことが求められるものの、気候変動の事例の場合、現状の制度化した民主主義

の下ではインフォーマル・セクターの人々の声が反映されにくい、という現実をあらわに

することになった。ステイクホルダーの参加を確保した進化的な学習をベースとする「順

応的ガバナンス」や「トランジション・マネジメント」というモデルは、この問題への一

つのアプローチになるかもしれないが、同時に発展途上国の現状を踏まえ、これらのモデ

ルの再考を促す側面もあることを示唆しているだろう。 

本稿では、民主主義が地球環境ガバナンスを支える役割を果たしうるか、という点を主

に考察してきたが、当然、地球環境ガバナンスが民主化を促進する方向性も考えられる。

国際社会が気候変動対策や森林管理の方法を支援することで、途上国の民主化の達成度を

高める可能性も考えられるだろう。 

グローバル・デモクラシーの実現がなお遠い中で、管理・統治を本質とするガバナンス

と、そこにおいて行使される権力を監視し、多様な利害を擁護する民主主義との共鳴を探

求する試みはなお続いていく。 
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